
保護者の皆様

平成 20年 5月 15日

横浜市立旭中学校

校長 平 井  隆

夏 服 衣 が ,た の お 知 ら せ と 学 校 生 活 の 確 言忍

風薫る頃となりました。保護者の皆様には益々ご健勝のことと存じます。日頃より本校

の教育に深い理解と、さまざまなご協力をいただき、まことにありがとうございます。
'

さて、5月 19日 (月)よ り6月 13日 (金)ま での4週 間、夏服
への衣替え移行期間

となっております。 (ただし,そ の後も極端に寒い場合は冬服を着てもかまいません。)

本校で決めちれた服装は 「標準服」となっており、生徒手帳の506へ
°―シ
゛
に次のように

定められています。この期間内にきちんと衣がえを済ませ、暑い夏の期間でもしうかりと

学習に取り組めるような教育環境づくりをしていきたいと考えています。

標準服以外の 「私服」や変形ズボン
・短いスカー ト等の 「異装」、ズボンを下げてはいた

り、シャツを出すなどの 「だらしのない服装」やアクセサリ
ーを身につけたり、髪の脱色

や染髪等は、様々なトラブルの原因となることもありますので、本校では教育的指導を行

い、長期的な目で改善を促しております。ご家庭でのご理解やご協力をお願いいたします。

また、服装だけでなく 「持ち物」についての指導もあわせてお願いします。学校生活
の

きまり (生徒手帳5～ 7ページ)で は 「学習に不必要なものは持参しないJと なって
いま

す。金銭や貴重品の校内への持ち込みが紛失や盗難などの事件につながることもあります。

また、ナイフ等の刃物やライタ
ー ・マッチ類は持つていることだけでも大きな事故につな

がることがあります。 トラブル未然防止のためにも持たせないようご家庭でもぜひご注意

ください。よろしくお願いします。

なお、本校では、機帯電話等の校内への持ち込みを原則的に禁止しています。

学校生活のきまり (生徒手帳506へ
°―シ
゛
から)

*服 装

標準服または体育用ジャージです。儀式的行事には標準服で参加しましょう。

夏服衣替え 6月 1日 冬 季衣替え 10月 1日 (ただし前後各2週間は移行期間)

男子 上 :自のYシ ャツ ・開襟シャツ (校章→平成19年度より自由着装)

下 :学生ズボン

靴 :運動靴又は革靴

女子 ジ ャンパースカー トに自のプラウスまたはYシャツ
・開襟シャツ

(左胸に校章[金属章]→平成19年度より自由着装)

靴 :運動靴又は革靴

頭髪につきましては、 「中学生らしい清潔な髪型を保ちましょう。Jと なつて
います。

紛失防止のために, うわばきや体育館履きなどへの記名を指導しています。

急な雨天時に、学校では、貸し出し用のカサを準備して、盗難防止に努めています。

各自でも、置き傘などの用意をお願いします。また、はつきりと記名をお願いします。

ジャージの下に体操着の代用としてTシャツを着る場合は、白地にワンポイント
のもの

を許容しています。ただし、あくまでも「代用」であり体育の授業では認めていません。

ご確認をお願いいたします。

家庭と学校の協力で、子どもたちのすこやかな成長を支援していきましよう。

ご不明な点がありましたら、学級担任または担当に連絡をしてください。

横浜市立旭中学校 TEL364-5112 FAX364-5H7 担 当 生 徒指導専任 鈴 木
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